
 

平成２７年１月２９日 

東北電力株式会社 

 

役員報酬自主返上の一部見直しについて 

 

 

当社は、東日本大震災以降、平成２３年１１月より、役員報酬の自主返上を継続

しておりますが、今回、下記のとおり返上幅を変更することといたしました。 

 

記 

 

１．自主返上の内容 

    取締役会長、取締役社長 

役員報酬の４０％程度 

    その他の取締役、執行役員  

        役員報酬の３５％～２０％程度 

 

２．実施期間 

    平成２７年２月から当面の間 

 

 

以 上 

 

 

【参考】過去の自主返上内容 

実施時期 対象者 返上率 

平成２３年１１月から 取締役会長、取締役社長 ２０％程度 

その他の取締役、執行役員 ２０％～１０％程度 

平成２４年１２月から 取締役会長、取締役社長 ４０％程度 

その他の取締役、執行役員 ３５％～２０％程度 

平成２５年８月から 取締役会長、取締役社長 ７０％程度 

その他の取締役、執行役員 ５５％～３５％程度 

 


